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1. 「障害者虐待防止法」について 

 (目的) 

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び

社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等

に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者

に対する保護及び自立支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等

を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を

促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的としています。 

 

2. 「障害者虐待防止等連携協議会」について 

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成２

３年法律第７９号。以下「障害者虐待防止法」という。）に規定される障害者

虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者

に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制の整備につ

いて、必要な事項を定めることを目的とするさぬき市障害者虐待防止対策事

業実施要綱にて第４条第 2項、5項、第１１条～１４条で規定しています。 

 

3. 「障害者虐待」とは 

障害者虐待の種類 

・養護者による虐待  

身辺の生活の世話や金銭管理などをしている家族や親族、同居人などによる場合。 

・障害者福祉施設従事者等による虐待 

障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員などによる場合。 

・使用者による虐待 

障害者を雇用している事業主などによる場合。 
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【参考】障害者虐待の類型 

4. さぬき市の手帳等取得状況の推移 

      単位：人 

身体的虐待 暴力や体罰によって体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛り

つけたり、過剰な投薬によって身体の動きを特性したりする行為。 

【具体的な例】・平手打ちする・殴る・蹴る・身体拘束など 
性的虐待 性的な行為やその強要。無理やり又は同意とみせかけて、わいせ

つなことをしたりさせたりする行為。 

【具体的な例】・裸にする・キスをする・わいせつな言葉を発するなど 
心理的虐待 脅しや侮辱、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与える行

為。 

【具体的な例】・怒鳴る・罵る・悪口を言う・意図的に無視するなど 

放棄・放置 食事や水分を十分に与えない・不潔なまま過ごさせる・病気やケガ

をしても受診させない・必要な福祉サービスを受けさせないなど 

経済的虐待 本人の同意なしに財産や年金を遣ったり、本人に必要な金銭を渡

さなかったりする行為。 

【具体的な例】・年金を勝手に遣ってしまうなど 

 H３０年度 R 元年度 R２年度 R３年度 R4 年度 Ｒ5 年度 

身体障害者手帳 2483 2398 2349 2268 2187 2092 

療育手帳 426 438 441 440 435 437 

精神保健福祉手

帳 
290 310 319 335 360 377 

手帳総数（人口

割合） 
3199(6.5) 3146(6.5) 3109(6.6) 3043(6.5) 2982(6.5) 2906(6.5) 

自立支援医療

(精神通院) 
577 588 634 607 607 645 

さぬき市人口

（住基） 
48629 47834 47048 46243 45574 44852 

 H31.3.31 R2.3.31 R3.3.31 R4.3.31 R5.3.31 Ｒ6.3.31 
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（参考） 
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※ 使用者による障害者虐待 雇用環境・均等局総務課労働紛争処理業務室において集計__ 

 

 

 

※令和 4 年度都道府県・市町村における障害者虐待事例への対応状況等に関する調査結

果 より抜粋（厚生労働省ホームページ掲載） 
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5．令和５年度までの障害者虐待に関する相談・対応状況、虐待防止活

動について 

（１）【開催中止】さぬき市障害者虐待防止等連携協議会 

 日時 令和 4年 11月 25日（月）  

 内容 資料送付 

議題 障害者虐待相談・対応状況、虐待防止活動について 

     

さぬき市障害者虐待防止等連携協議会 

日時 令和 5年 10月 23日（月）  

内容 会長、副会長の選任について 

障害者虐待相談・対応状況、虐待防止活動について 

   事例について  

（２）令和 5年度までの障害者虐待相談状況について 

年間対応実人数 

 新規 継続 計 

Ｒ５年 ３件 ４件 ７件 

R４年 ２件 １件 ３件 

R３年 ６件 １件 ７件 

※ 

 

被虐待者の性別 

 男性 女性 

Ｒ５年 ３ ４ 

R４年 １ ２ 

R３年 ３ ４ 
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被虐待者の年齢（受付当時） 

 ～18歳 19～29

歳 

30～39

歳 

40～49

歳 

50～59

歳 

60～64

歳 

65歳以上 

Ｒ５年  1 2  2  2 

Ｒ４年 １   １ １   

R３年  １ １ ２  ３  

 

虐待の種類(疑いを含む) 

 養護者虐待による 施設従事者による 使用者による 

Ｒ５年 4 2 １ 

Ｒ４年 ２ １  

R３年 ４ ３  

 

被虐待者の障害種別(複数回答) 

 身体障害 知的障害 精神障害 身＋知 難病 

Ｒ５年 1 2  2 2 

Ｒ４年 ２ ２    

R３年 ２ ４ ２   

 

虐待の類型(複数回答) 

 身体的虐待 心理的虐待 ネグレクト 性的虐待 経済的虐待 

Ｒ５年 2 4 2   

Ｒ４年 ２ １    

R３年 ２ ４ １  １ 

  

被虐待者の障害区分 

 児童 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 無し 

Ｒ５年  1 2  1  3  

Ｒ４年   １    ２  

R３年   ２   １  ４ 
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被虐待者の障害サービス利用状況(複数回答) 

 

 訪問系サー

ビス 

通所系サー

ビス 

短期入所 施設入所 サービス無

し 

Ｒ５年 4 2  2  

Ｒ４年 １ １ ２ １  

R３年 １ ３  １ ２ 

 

相談・通報者 

 本人 家族・

親戚 

相談支援

専門員 

施設職

員 

行 政

職員 

警察 医療関

係者 

教育機

関 

Ｒ５年   5    2  

Ｒ４年   １ １    １ 

R３年 １ ３  １ １  １  

 

虐待者の続柄 

 親 配偶者 兄弟 子 親戚・知

人 

施設従事

者 

使用者等 

Ｒ５年 3 1    2 1 

Ｒ４年 ２     １  

R３年 ２ １   １ ３  

 

（３）啓発活動について 

・『香川県障害者虐待防止対策支援事業障害者虐待に係る事例分析検討会』 

開催日時：令和６年２月１３日(火) １３時００分から 

参加者：【派遣専門職】 香川県弁護士会、香川県社会福祉士会 

大川圏域地域自立支援協議会相談支援部会 等 

・市広報誌へ記事の掲載 8月・2月掲載(次ページ見本) 

 

 

 



9 

 

 

 

 

６．令和 6 年度障害者虐待に関する相談・対応状況、虐待防止活動につ

いて 

（１）さぬき市障害者虐待防止等連携協議会 

 日時 令和６年１０月１８日（金） 13：30～ 

 場所 さぬき市福祉事務所寒川庁舎 3階 301・302会議室 

 議題 障害者虐待相談・対応状況、虐待防止活動について 

       その他  情報提供等 
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（２）令和６年度の障害者虐待相談状況について 

対応実人数 

 新規 継続 計 

R6年(～R6.9月) 1件 1件 1件 

※虐待（疑い）も含めた件数である。なお、当市において虐待と判断した 

件数は 0件である。 

 

被虐待者の性別・年齢 

 男性 女性 

R６年 2  

 

（３）啓発活動について 

・成年後見制度利用促進事業研修会「あなたと歩む後見人～大切なひとのため

に～」 主催：さぬき市社会福祉協議会・東かがわ市社会福祉協議会 

協力：大川圏域地域自立支援協議会 

⇒さぬき市障害者虐待防止パンフレット「まず知ろう！障害者虐待」の配布 

・市広報誌へ記事の掲載 8月・2月（予定）掲載 

・『香川県障害者虐待防止対策支援事業障害者虐待に係る事例分析検討会』 

開催予定：令和 7年２月１２日(火) １３時３０分から 

 

６．中核機関の運営について 

令和３年４月からさぬき市長寿介護課地域包括支援センター内に設置 

中核機関が担うべき具体的機能等として、次に掲げる項目を整備していく。 

 

項目 内容 

広報機能 ・中核機関設置について広報及び市ホームページへ掲載 

 広報(令和３年４月)：「成年後見制度の利用促進を担う中核機

関を設置します」と題して、中核機関の役割や成年後見制度の概

要、相談窓口の連絡先を掲載。 
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 地域包括支援センターのホームページに記事を掲載。 など 

相談機能 ・成年後見制度に関する相談を受け、ニーズの精査を行い、支援

体制について各関係機関や専門職団体に繋ぐ等連携しながら対

応、調整を図る。 

・地域包括支援センター、市社会福祉協議会、障害福祉課にて相

談対応を行い、地域包括支援センターで情報集約する。 

成 年 後 見

制 度 利 用

促進機能 

・市民後見推進事業検討委員会の開催 

・市民後見人養成研修の開催 

・市民後見人養成研修修了者の活動支援 

・令和５年度 

〈市受託事業〉成年後見制度利用促進事業研修会 

主  催：さぬき市社会福祉協議会・東かがわ市社会福祉協議会 

内  容：成年後見講話・落語＆寸劇 

開催日：令和５年１０月５日（木）１３時３０分～ 

場  所：源内音楽ホール大ホール 

対象者：さぬき市・東かがわ市に居住する方。又はお勤めの方  

当日来場者 約４００名 

・令和６年度 

〈市受託事業〉成年後見制度利用促進事業研修会 

主  催：さぬき市社会福祉協議会・東かがわ市社会福祉協議会 

内  容：あなたと歩む後見人～大切なひとのために～ 

開催日：令和６年１０月８日（火）１３時００分～ 

場  所：東かがわ市交流プラザ 多目的ホール 

対象者：さぬき市・東かがわ市に居住する方。又はお勤めの方  

当日来場者 約   名 

後 見 人 支

援機能 

市民後見人や親族後見人等からの相談に対応し、必要に応じて

家庭裁判所と連携する。 

 


